
○潟上市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 

平成29年３月13日 

告示第22号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）第115条

の45第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）

の実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」

という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示における用語の意義は、法、施行規則及び介護予防・日常生活支援総合事

業の適切かつ有効な実施を図るための指針（平成27年厚生労働省告示第196号）において

使用する用語の例による。 

（事業の目的） 

第３条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画

し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支

援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。 

（事業の内容） 

第４条 総合事業の構成は、次に掲げる事業又はサービスとし、市長は、地域の実情に応じ

これを行う。 

(1) 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業） 

ア 第１号訪問事業 

(ア) 訪問型サービス（旧介護予防訪問介護に相当するサービス） 

(イ) 訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

(ウ) 訪問型サービスB（住民主体による支援） 

(エ) 訪問型サービスC（短期集中予防サービス） 

(オ) 訪問型サービスD（移動支援） 

イ 第１号通所事業 

(ア) 通所型サービス（旧介護予防通所介護に相当するサービス） 

(イ) 通所型サービスA（緩和した基準によるサービス） 

(ウ) 通所型サービスB（住民主体による支援） 

(エ) 通所型サービスC（短期集中予防サービス） 



ウ 第１号生活支援事業 

エ 第１号介護予防支援事業 

(ア) ケアマネジメントA（介護予防支援と同様のケアマネジメント） 

(イ) ケアマネジメントB（簡略化したケアマネジメント） 

(ウ) ケアマネジメントC（初回のみのケアマネジメント） 

(2) 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

（指定事業者） 

第５条 前条に規定する訪問型サービス及び訪問型サービスA並びに通所型サービス及び

通所型サービスAは、法第115条の45の３第１項に規定する指定事業者（以下「指定事業

者」という。）により実施するものとする。 

（対象者） 

第６条 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）の対象者は、次に掲げるものとす

る。ただし、訪問型・通所型サービスBについては、この限りでない。 

(1) 居宅要支援被保険者 

(2) 第１号被保険者であって次条の規定による認定を受けたもの（以下「事業対象者」

という。） 

２ 一般介護予防事業の対象者は、第１号被保険者及びその支援のために活動に関わるもの

とする。 

（事業対象者の認定等） 

第７条 事業対象者の認定を受けようとする者は、基本チェックリスト様式、事業対象者に

該当する基準（様式第１号）及び潟上市介護予防・日常生活支援サービス事業対象者確認

申請書（様式第１号の２）を市長に提出しなければならない。 

２ 基本チェックリストの実施者は、基本チェックリストについての考え方（様式第２号）

に基づき実施するものとする。 

３ 市長は、基本チェックリストの回答が第１項の基準に該当するものを事業対象者として

認定し、被保険者証に必要事項を記載し交付するものとする。 



（介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）の利用） 

第８条 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）を利用しようとする者は、介護予

防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼届出書（様式第３号）を市長に提出

し、当該事業の利用計画を作成しなければならない。ただし、居宅要支援被保険者であっ

て、法の規定による予防給付を受けているものは、この限りでない。 

（第１号事業支給費の支給） 

第９条 市長は、法第115条の45の３第１項の規定により、指定事業者が実施する第５条に

規定するサービス（以下「指定第１号事業」という。）の利用をした者（以下「利用者」

という。）に対し、第１号事業支給費を支給する。 

２ 第１号事業支給費の額は、指定第１号事業の事業費の額（潟上市介護予防・日常生活支

援総合事業における指定第１号事業の費用の額の算定に関する基準（平成29年潟上市告

示第25号）で定める事業費の額をいう。以下同じ。）の100分の90に相当する額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、法第59条の２本文に規定する政令で定める額以上である利

用者に係る第１号事業費の額は、事業費の額の100分の80に相当する額とする。 

４ 第１号事業支給費は、法第115条の45の３第３項の規定により、利用者が指定事業者に

支払うべき費用について、第１号事業支給費として支給すべき額の限度において、当該利

用者に代わり、指定事業者に支払うものとする。 

（利用料） 

第10条 介護予防・生活支援サービス事業（第１号事業）を利用した者は、次の各号に掲

げる事業の区分に応じ、当該各号に定める利用料を負担しなければならない。 

(1) 指定第１号事業 事業費の額から第１号事業支給費の額を控除した額 

(2) 指定第１号事業以外の事業（第１号介護予防支援事業を除く。） 市長が別に定め

る額 

（第１号事業支給費に係る支給限度額） 

第11条 要支援者が総合事業を利用する場合は、法第55条第１項の規定により、支給限度

額を算定するものとする。 

２ 事業対象者が指定第１号事業を利用する場合は、居宅介護サービス費等区分支給限度基

準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成12年厚生省告示第33号）第２

号イに定める単位数により支給限度額を算定するものとする。ただし、市長が必要と認め

た場合は、同号ロに定める単位数により算定することができる。 

３ 区分支給限度額（前項の規定により算定された支給限度額をいう。以下この条において



同じ。）の変更が必要な場合において、事業対象者は、事業対象者の区分支給限度額変更

申請書（様式第４号）を、市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その必要性を検討した上で変

更の可否を決定し、事業対象者の区分支給限度額変更（決定・却下）通知書（様式第５号）

により、当該申請者に通知するものとする。 

（高額介護予防サービス費等相当事業） 

第12条 市長は、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費

相当事業（以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。）を行う。 

２ 高額介護予防サービス費等相当事業の利用者負担段階及び負担限度額等については、法

第61条及び第61条の２に定める規定を準用する。 

（その他） 

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年７月26日告示第101号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和６年12月12日告示第245号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第７条関係） 

様式第１号の２（第７条関係） 

様式第２号（第７条関係） 

様式第３号（第８条関係） 

様式第４号（第11条関係） 

様式第５号（第11条関係） 

 


